
第６次障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画の策定について 
 

 

 

 

本計画は、障害者基本法第１１条第３項の規定による「市町村障害者計画」、障害者総合支援法第８８条に規

定する「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第３３条の２０に規定する「市町村障害児福祉計画」を一体的に策

定するものである。 

また、この計画は、「新基本計画」を上位計画とする本市の障害者施策に関する個別部門計画である。 

 

市の総合計画と個別部門計画（障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画）との関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とする。 

 

 

 

総合計画 個別部門計画

市政運営の指針として、変化の激しい時代であっても変わることのない恒久的な都市づくりの基本理念・基本目標及び望ましい都市の

姿を示す（平成11年12月議決）
[基 本 理 念 ] 人間尊重・市民生活優先

[基 本 目 標 ] 人とまち いきいきと幸せに輝く都市

[望ましい都市の姿] ①自然を身近に感じるまち・千葉市 ②健やかに安心して暮らせるまち・千葉市 ③安全で快適なまち・千葉市

④豊かな想像力をはぐくむまち・千葉市 ⑤はつらつとした活力のあるまち・千葉市 ⑥共に築いていくまち・千葉市

障害者計画
国の障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに市

の基本構想に則した障害者のための施策に関する基本的な計画（障害

者基本法第11条）

○計画の施策体系
１ 地域生活支援の拡充 ５ 理解促進・社会参加の推進
２ 相談支援の充実 ６ 生活環境の整備

３ 保健･医療の充実
４ 障害児支援の充実

障害福祉計画
障害福祉サービス、地域生活
支援事業の提供体制の確保
に関する計画（障害者総合支
援法第88条）

①障害者の地域生活や一般
就労への移行等に関する数
値目標
②令和6年度から令和8年度
までのサービス量等の必要量
の見込みとその確保のための
方策

障害児福祉計画
障害児通所支援、障害児相談

支援等の提供体制の確保に関

する計画（児童福祉法第３３条

の２０）

①障害児の支援に関する数値

目標

②令和6年度から令和8年度ま

でのサービス量等の必要量の

見込みとその確保のための方

策

基本

構想

基本計画

基本構想で定める

基本目標等を実現
するための、基本
方針、今後の施策

展開等

実施計画

基本計画に基づく具体的な事業

障害福祉施策に係る中長期指針

本市の障害福祉施策の課題解決に向けて、総合的かつ長期的な視点を

持った方向性を示す指針（平成29年度～令和8年度）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

＜障害者基本法＞

＜障害者総合支援法・児童福祉法＞（障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針）

第2次
実施計画

千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針
（平成29～令和8年度）

第1期障害児福祉計画

第3次実施計画

第4次障害者基本計画
（平成30～令和4年度）

第5次障害者基本計画
（令和5～令和9年度）

千葉市新基本計画
（平成24～令和3年度）

千葉市基本計画
（令和5～令和14年度）

第1次実施計画

第5期障害福祉計画 第6期障害福祉計画 第7期障害福祉計画

第2期障害児福祉計画 第3期障害児福祉計画

平成29年改正　指針 令和2年改正　指針 令和5年改正　指針

第4次障害者計画 第5次障害者計画 第6次障害者計画

国
の
動
き

市
の
障
害
者
関
連
計
画
等

市
の
動
き

２ 計画の期間 １ 計画の位置付け 
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